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刈谷市の人口　　　H31.1.1 現在（前年同月比）

151,702人
（+871人）

79,469人
（+408人）

72,233人
（+463人）

65,664世帯
（+952世帯）

人口 男性 女性 世帯数

時 期間・日時
場 場所・会場
題 演題・テーマ
内 内容

講 講師・指導
対 対象・資格
定 定員・募集数
￥ 費用・受講料

持 持物・服装
申 申込み・応募
他 その他
問 問合せ

※対どなたでも、定特になし、￥無料の場合は省略。
　 HPホームページからもご覧になれます。
※あいち電子申請・届出システムは、一部のスマートフォンなど

でご利用になれない場合があります。

募
　
集

市民の皆さんからの意見を募集します

介
護
保
険
事
業
計
画
・

高
齢
者
福
祉
計
画
懇
話
会
委
員

任
期　
２
０
１
９
年
４
月
１
日
～

２
０
２
２
年
３
月
31
日

内　
介
護
保
険
事
業
や
高
齢
者
福

祉
に
関
す
る
意
見
を
出
し
合
い
ま

す
。

対　
市
内
在
住
の
20
歳
以
上
（
２

０
１
９
年
４
月
１
日
現
在
）
で
、

平
日
の
午
後
２
時
間
の
会
議
（
年

４
回
程
度
）
に
出
席
で
き
る
人

定　

２
人
程
度

謝
礼　
会
議
１
回
６
４
０
０
円

選
考　
面
接
（
３
月
13
日
㈬
）

※
申
込
多
数
の
場
合
は
、
書
類
選

考
を
行
い
ま
す
。

申　

２
月
28
日
㈭
ま
で
に
、「
介

護
保
険
事
業
計
画
・
高
齢
者
福
祉

計
画
懇
話
会
委
員
へ
の
応
募
の
動

機
」
を
題
名
と
し
た
作
文
（
800
字

程
度・様
式
自
由
）に
住
所
、氏
名
、

生
年
月
日
、
職
業
、
電
話
番
号
を

記
入
し
て
郵
送
、
ＦＡＸ
（
24
‐
２
４

６
６
）、

（choujyu@
city.

kariya.lg.jp

）ま
た
は
直
接
、
長

寿
課
へ
。

※
詳
し
く
は
、
市
 HP
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問　
長
寿
課（
☎
62
‐
１
０
１
３
）

　

交
通
児
童
遊
園

移
動
販
売
出
店
者　

　
移
動
販
売
車
で
食
べ
物
（
飲
料

不
可
）
の
販
売
を
行
う
出
店
者
を

募
集
し
ま
す
。

出
店
可
能
期
間　
４
月
１
日
～
２

０
２
０
年
３
月
31
日

定　
各
日
３
台

※
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選

￥　
１
日
千
円
お
よ
び
売
上
金
に

５
％
を
乗
じ
た
も
の
と
電
源
１
口

使
用
に
つ
き
１
日
200
円

申　

２
月
15
日
㈮
ま
で
に
、
申
請

書
（
交
通
児
童
遊
園
 HP
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
書
類
を
添

付
し
て
郵
送
ま
た
は
直
接
、
夢
と

学
び
の
科
学
体
験
館
（
〒
448
‐
０

８
５
１　

神
田
町
１
‐
39
‐
３
・

㊡
水
曜
）
へ
。

問　

夢
と
学
び
の
科
学
体
験
館

（
☎
24
‐
０
３
１
１
）

パブリックコメント
手続制度に基づき

1 刈谷市駅周辺地区
　市街地総合再生基本計画（案）
　

2 衣浦東部ごみ処理広域化計画（案）
　問　市街地整備課（☎62-1025·ＦＡＸ23-9331·

　　 shigaichi@city.kariya.lg.jp）
問　企画政策課（☎95-0003·ＦＡＸ23-1105·
　　 kikaku@city.kariya.lg.jp）

　この計画は、地区の現況調査および地区整備の基本方
針、再開発が必要な地区および整備手法の選定などの検討
を行い、土地の合理的かつ健全な高度利用および市街地環
境の整備改善を図るものです。
▪意見を提出できる人
　市内在住、在勤または在学の人、市内に事務所または事
業所を有する人、本計画に利害関係を有する人
▪計画案の閲覧場所
　市  HP、市政情報コーナー、市街地整備課、市民交流センタ
ー、各市民センター(東刈谷·富士松·小垣江·北部）、各生涯
学習センター(南部·北部）、総合文化センター、各図書館(中
央·城町·富士松）、生きがいセンター、高齢者福祉センター、
一ツ木福祉センター

【共通】
▪閲覧・意見提出　
　2月1日㈮から3月4日㈪までに、①住所、②勤務先または学校名(1は市外の人のみ、2は構成市外の人のみ）、③氏名、④連
絡先、⑤計画に対する意見(様式自由）を郵送(〒448-8501　刈谷市役所）、ＦＡＸ、 または直接、1は市街地整備課、2は企画
政策課へ。
▪意見への対応　
　本計画策定に向けての参考とさせていただきます。また、提出された意見は、意見の概要および市·協議会の考え方を取りま
とめて公表します。
※個別の回答や電話による受付は行いません。
※直接関係のない意見、賛否の結論だけを示したと判断されるものは、意見として取り扱いません。

　衣浦東部広域行政圏協議会では、平成13年度に「衣浦東
部ごみ処理広域化計画」を策定し、ごみ処理の広域化体制
を構築するための方針を定めました。改定から5年を経過す
ることから、内容を見直し、新たに改定を行います。
▪意見を提出できる人 
　協議会構成市内(碧南·刈谷·安城·知立·高浜）在住、在勤
または在学の人、構成市内に事務所または事業所を有する
人、本計画に利害関係を有する人
▪計画案の閲覧場所　
　市  HP、市政情報コーナー、企画政策課


